
「滑川町⼭⽥ 460 発電所」住⺠説明会議事録 
 

 
開催日：令和 7 年 2 月 16 日 
時間：11:00〜12:30 
説明場所：滑川町⼭⽥ 460 付近（設置現場） 
参加⼈数：住⺠ 13 名（名簿あり）、その他数名先に帰られた⽅あり 
説明者：聖陽株式会社 岡本、紫藤測量登記事務所 紫藤 
オブザーバー：滑川町役場 2 名参加 
 
説明資料に沿って説明した後、質疑応答に移った。 
現地で１周敷地内を歩き近隣住⺠へ設備の説明を⾏った。 
 
住⺠からの意⾒要望 
 
① 強風対策についての意⾒ 

建設省の基準風速値は滑川町 30ｍですが 34ｍで強度計算しております。 
埼玉県が設計に用いる条件も 30ｍとなっております。よって、今回、太陽光発電設
備で強風対策が必要となれば「各住宅全て対応が必要になる」という事になります。 

② 水利組合に確認したのか 
 北側の沼に関しての事だと思いますが、北側には敷地内の水、土砂が流れ出ない為の

マウントアップも施し、また、元々の雑木林も約 11ｍ残す設計となっている事も踏
まえ確認の必要性が無いと考えております。 

③ 土嚢の上を水が流れる 
   近隣住⺠の⽅々へご迷惑をお掛けし申し訳ありません。 
   設備完成後は管理用地を除き接道面をブロックで区切るので土砂流出は軽減される

ものと考えております。 
④ 標識が⾒えない・草がぼうぼうな設備が多い 
   他の設備、また計画地において除草が⾏き届いていないとのご指摘がありました。 
   弊社では 2 回/年の定期除草を⾏います。また、それでは足りないようであれば状況

に応じて除草いたします。 
⑤ 敷地からオーバーフローする回数 
   滑川町の指導では 70 ㎜/hr の数値を使う事になっており、現在のトレンチでは雨水

は流出しない計算となっております。しかし最近の豪雨の状況は数十年に一度など
の大雨が頻発しています。敷地外へ放流できない為、敷地内処理として流出しない対
策をしています。マウントアップやブロックで敷地を囲う手立てをしております。 



参考 
旧基準の 57 ㎜を超えたのは過去 5 年で 2024 年 8 月に 1 回、2022 年 7 月に 1 回と
なります（気象庁データより） 

⑥ 工事中の道路の清掃 
   その日の作業終了時に清掃いたします。 

 また、道路の損傷などが発生した場合、役場へ報告し復旧いたします。 
⑦ 前回の説明会 

1 回目令和 2 年 10 月 31 日、2 回目令和 4 年 2 月 13 日 
⑧ ブロック積みの段数 
   近場の現場を確認したところ、3 段を基準に下がっている所は下に段数を重ねている

ようです。 
⑨ 伐採日 

令和 4 年 6 月〜 
⑩ 484-1 と 487-1 の境界付近は目隠しが欲しい 

目隠しの為一部篠竹を残す 
⑪ パネルの配置に配慮して欲しい（前回の意⾒） 

 今回の配置図は前回のご意⾒に対し配慮したレイアウトです。 
462 番地と 482 番地は約 6ｍセットバックしてパネル配置いたします。 
また、パネル角度が浅いため（10 度）反射光は上空へ逃げていきます。 

⑫ 事故などすべての事柄について補償するのか 
   賠償責任が発生した場合は賠償いたします。 
 
前回のご意⾒の中に 1〜2 年後に住⺠の声を聞いて欲しいとありました。⾮常に良い意⾒と
感じました。設備完成後も近隣住⺠の⽅とよい関係でありたいと考えております。気になる
点や改善点が有れば可能な限り対応いたします。 
次回の説明会について近隣住⺠代表の⽅と相談して対応を考えて参ります。 
 
添付資料 

メンテナンス業者との契約書 






